
大学（皇學館大学学費等に関する規程）

○皇學館大学学費等に関する規程
　（目　的）
第１条　この規程は、皇學館大学学則（以下「学則」という｡）第34条、第36条、第41条、第47条及
び第48条並びに皇學館大学大学院学則第26条に基づき、入学金及び学費等について必要な事項を定
める。

　（入学金、学費及びその他の納付金）
第２条　皇學館大学（以下「本学」という｡）における入学金、授業料及び教育充実費（授業料及び教
育充実費を以下「学費」という｡）の金額は、別表１－⑴及び別表１－⑵に定める。

２　実験実習費は、各年度、授業科目別に定めることとし、学生は授業科目の履修登録後、所定の期日
までに、別に定められた実験実習費を納入するものとする。

３　本学におけるその他の納付金とは、入学検定料、休学在籍料、審査料、追試験料、再試験料及び証
明書等発行手数料等をいい、その金額は別表１－⑶から別表３に定める。

　（入学検定料、入学金及び学費の返還等）
第３条　既納の入学検定料、入学金及び学費は学則第50条に基づき返還しない。ただし、入学手続き完
了者から入学年度の前年度末日までに入学辞退の申し出があった場合は、学費を返還する。

２　入学手続きを済ませた後に、改めて本学の別日程入学試験で他学科に合格し、入学を希望する者
が、その学科の入学手続締切日までに入学学科の変更を所定の用紙にて申し出た場合は、学費を振
り替えることができる。ただし、納付金に差額が生じる場合は不足分の差額を納入するものとす
る。超過分の差額については返還する。

３　専願入試の合格者には前２項の規定は適用しない。
　（学費の納入方法及び納入期日）
第４条　入学、編入学、転入学及び学士入学を許可された者は、別表１－⑴及び別表１－⑵に定める
入学金及び学費を所定の期日までに納入しなければならない。

２　学生は、別表１－⑴及び別表１－⑵に定める学費の年額を、次の２期に分けてそれぞれの期日ま
でに納入しなければならない。

　　　　春学期分（４月１日から９月30日まで）の納入日は、５月１日
　　　　秋学期分（10月１日から３月31日まで）の納入日は、11月１日
　（長期履修者に係る学費の納入方法の特例）
第５条　皇學館大学大学院学則第10条の２に定める規定により、長期の履修を認められた者にあって
は、長期履修期間に限り、別表１－⑴及び別表１－⑵に定める学費の年額を長期履修期間の年数で
除した額（その額に100円未満の端数があるときは、これを調整するものとする｡）を１年間に納入
する額とし、前条に定める期日までに本学が指定する方法により納入しなければならない。

２　履修期間短縮を許可された者の学費は、支払うべき学費総額の残りの学費をまとめて支払うものと
する。

　（延　納）
第６条　前第４条第２項の期日までに学費の納入ができない者は、次の期日までに延納願を提出し、許
可を得なければならない。

　　　　春学期分延納願　６月15日
　　　　秋学期分延納願　12月15日
２　延納を許可された者は、次の期日までに納入しなければならない。
　　　　春学期分　８月20日
　　　　秋学期分　２月20日
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　（復籍者の学費）
第７条　復籍を許可された者は、復籍する年次の所定の学費を納入しなければならない。
　（再入学者の学費）
第８条　再入学を許可された者は、再入学する年次の所定の学費を納入しなければならない。
　（休学中の学費）
第９条　休学期間中の学費は、徴収しない。ただし、学期の途中において休学又は復学する者は、その
学期の学費全額を納入するものとする。

２　休学期間中の学費の徴収を免除された学期については、別表１－⑷に定める休学在籍料を納入し
なければならない。

　（編入学生・転入学生及び学士入学生の学費）
第10条　編・転入学及び学士入学を許可された者の学費は、入学を許可された年次の学生と同額と
する。

２　編・転入学及び学士入学を許可された者の入学金は、入学を許可された年次の学生と同額とする。
　（その他）
第11条　この規程に定めるものの他、学費等の納入に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
　（規程の改廃）
第12条　この規程の改廃は、理事会が行う。
　　　附　則
　この規程は、令和３年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
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別表１－⑴（第２条第１項関係）
○学部学費等
【文学部　令和２年度入学生より適用】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―
授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500
教育充実費 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500

計 745,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただし、大幅な経済変動が
　　生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【文学部　平成25年度～31年度入学生に適用】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―
授業料 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500
教育充実費 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500

計 715,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただし、大幅な経済変動が
　　生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【教育学部　令和２年度入学生より適用】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―
授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500
教育充実費 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500

計 780,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただし、大幅な経済変動が
　　生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。
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【教育学部　平成29年度～31年度入学生に適用】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―
授業料 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500
教育充実費 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500

計 750,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただし、大幅な経済変動が
　　生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【教育学部　平成25年度～28年度入学生に適用】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―
授業料 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500
教育充実費 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500

計 725,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただし、大幅な経済変動が
　　生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【現代日本社会学部　令和２年度入学生より適用】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―
授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500
教育充実費 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500

計 755,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただし、大幅な経済変動が
　　生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。
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【現代日本社会学部　平成25年度～31年度入学生に適用】　　　　　　　　　　　　　　　　（円）

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ― ― ― ― ―
授業料 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 337,500
教育充実費 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500

計 725,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する。
　　ただし、編入学生、転入学生及び学士入学生にあっては、同年次生の金額と同額とする。
２　再入学及び復籍の場合の入学金は、免除する。
３　本学の附属高校出身者は、入学金を半額とする。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただし、大幅な経済変動が
　　生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

別表１－⑵（第２条第１項関係）
○大学院学費等
【文学研究科　博士前期課程　平成30年度入学生より適用】　　　　　　　（円）

学費等種別
１年次 ２年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ―
授業料 287,500 287,500 287,500 287,500
教育充実費 50,000 50,000 50,000 50,000

計 537,500 337,500 337,500 337,500

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する｡
　　ただし、転入学生にあっては、同年次生の金額と同額とする｡
２　本大学学部の卒業及び本神道学専攻科の修了者は、入学金は免除し、
　　教育充実費は半額とする｡
３　再入学の場合の入学金は、免除する｡
４　長期履修者については、本規程第５条を適用する。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただし、
　　大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

【教育学研究科　修士課程　平成30年度入学生より適用】　　　　　　　　（円）

学費等種別
１年次 ２年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ―
授業料 287,500 287,500 287,500 287,500
教育充実費 50,000 50,000 50,000 50,000

計 537,500 337,500 337,500 337,500

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する｡
　　ただし、転入学生にあっては、同年次生の金額と同額とする｡
２　本大学学部の卒業及び本神道学専攻科の修了者は、入学金は免除し、
　　教育充実費は半額とする｡
３　再入学の場合の入学金は、免除する｡
４　長期履修者については、本規程第５条を適用する。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただし、
　　大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。
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【文学研究科　博士後期課程　平成30年度入学生より適用】　　（円）

学費等種別
１年次 ２年次 ３年次

入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学金 200,000 ― ― ― ― ―
授業料 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
教育充実費 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

計 375,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000

備　考

１　学費は、入学年度の別表の額を適用する｡
　　ただし、転入学生にあっては、同年次生の金額と同額とする｡
２　本大学学部の卒業生、本大学院修士課程及び博士前期課程の修了者
並びに本神道学専攻科の修了者は、入学金は免除し、教育充実費は
半額とする｡

３　再入学の場合の入学金は、免除する｡
４　博士後期課程に在学して所定の単位を修得し、博士の学位請求論文
を受理された者の学位審査が、受理学期を越えて継続される場合、
審査継続後の学期の学費を免除する｡

５　博士後期課程に在学し、所定の単位を修得した者が、博士論文提出
のために在学を継続する場合、及び満期退学後に博士論文提出のた
め再入学する場合の授業料は半額とし、教育充実費は免除する｡

６　長期履修者については、本規程第５条を適用する。

注）２年次以降の授業料及び教育充実費は、原則として１年次と同額とする。ただし、
　　大幅な経済変動が生じた場合は、在籍期間中に学費を改定することがある。

別表１－⑶（第２条第３項関係）
○入学検定料（全学共通）

種　別 金　額 備　考

入 学 検 定 料 30,000 円 同じ学科又は別学科を 1枚の志願票で併
願出願する場合は、併願分については、
１出願につき併願検定料 10,000 円を適用
する。

共通テスト利用
入 学 検 定 料 15,000 円

別表１－⑷（第２条第３項及び第９条第２項関係）
○休学在籍料

種　別 金　額
休学在籍料 学期 60,000 円

別表１－⑸（第２条第３項関係）
○転学部他審査料等（全学共通）

種　別 金　額
転学部審査料 10,000 円
転科審査料 10,000 円
復籍審査料 10,000 円
再入学検定料 30,000 円
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別表２－⑴（第２条第１項及び第３項関係）
○科目等履修生納付金（全学部共通）

種　別 金　額 備　考

検定料 10,000 円 　本学卒業生にあっては、皇學館大学科
目等履修生規程第４条第１項ただし書き
の規定により、検定料を免除する｡
　本学卒業生及び皇學館大学科目等履修
生規程第６条第２項の規定による科目等
履修生で１年を超える場合は、登録料の
２分の１の額を免除する。

登録料
１年間 10,000 円

半年間 5,000 円

履修料 １単位 10,000 円

○研究生納付金（全学共通）
種　別 金　額

検定料 30,000 円
入学金 100,000 円
授業料 月額 20,000 円

別表２－⑵（第２条第１項及び第３項関係）
○大学院科目等履修生納付金

種　別 金　額 備　考
検定料 10,000 円

　本学卒業生及び皇學館大学大学院科目
等履修生規程第９条第２項の規定による
科目等履修生で１年を超える場合は、登
録料の２分の１の額を免除する。

登録料
１年間 10,000 円
半年間 5,000 円

履修料 １単位 10,000 円

○大学院特別研究生納付金
種　別 金　額

審査料 5,000 円
研究料 年額 50,000 円
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別表３（第２条第３項関係）
○手数料（全学共通）

種　別 金　額
追試験料 3,000 円
再試験料 3,000 円
在学証明書 200 円
在籍期間証明書 200 円
単位成績証明書 200 円
卒業見込証明書 200 円
各種英文証明書 1,000 円
通学証明書 無料
学生割引証明書 無料
健康診断証明書 200 円
在寮証明書 無料
教員免許状取得見込証明書 200 円
明階位検定合格・正階位取得見込証明書 200 円
明階位検定合格・明階位取得見込証明書 200 円
資格取得見込証明書 200 円
指定保育士養成施設卒業見込証明書 200 円
卒業見込証明書・社会福祉士指定科目履修見込証明書 200 円
卒業見込証明書・精神保健福祉士指定科目履修見込証明書 200 円
社会調査士指定科目証明書 200 円
大学院博士前期課程単位修得証明書 200 円
専攻科修了見込証明書 200 円
大学院修了見込証明書 200 円
科目等履修生証明書 200 円
科目等履修生単位成績証明書 200 円
地域貢献活動（CLL活動）時間証明書 200 円


